
令和8年5月現在 蒲池地区報奨金対象期限別　公共下水道処理区域図

令和５年６月30日以前供用開始

報奨金期限：令和９年６月30日
（令和８年６月30日までに確認申請）

令和５年９月１日供用開始

報奨金期限：令和９年６月30日

（令和８年８月31日までに確認申請）

令和６年１月１日供用開始

報奨金期限：令和９年６月30日

（令和８年12月31日までに確認申請）

令和７年１月１日供用開始

報奨金期限：令和９年12月31日

令和７年５月１日供用開始

報奨金期限：令和10年４月30日





令和8年5月現在　山方地区報奨金対象期限別　公共下水道処理区域図

令和７年５月１日

供用開始

報奨金期限：

令和10年４月30日

※角地等、複数の道路に面する宅地において、供用開始日の異なる複数の管渠に接続できる場合の報奨金対象期限は、その土地の供用開始日に関わらず、実際

に接続する管渠の供用開始日から３年以内です。

※この図（蒲池地区・山方地区）に無い区域の公共下水道は、令和５年６月30日以前供用開始（報奨金期限：令和８年６月30日）です。

令和５年６月30日以前供用開始

報奨金期限：令和９年６月30日

（令和８年６月30日までに確認申請）


